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香港の域外からの所得に係る免税制度に関する最新情報 
 

 

2022年10月28日に税務改正条例（特定の域外からの所得に対する課税）法案2022（FSIE法案）1が公布された後、立法会は法案

を精査するための法案委員会を設置し、法案に関する意見を募集した2。その後、香港政府は、寄せられた意見に対する回答を提出した3。ま

た、最近、欧州連合（EU）との間で、FSIE制度における参加権免除について「ヘッドラインレート」アプローチを採用することで合意に達したこと

を公表した4。 

以下では、政府からの回答に含まれる、より明確となったFSIE制度に関する重要事項、及び上記の「ヘッドラインレート」アプローチに関する最新

情報について説明する。なお、公布された法案とその主な見解については、以前発行した香港タックスアラート21号（2022年11月）及び香

港タックスアラート24号（2022年11月）を参照すること。 

 

政府からの回答に含まれる主な明確化・アップデート事項 

1. 配当収入の範囲 

「配当」とは一般的に、企業の持分に関してその期間の利益の一部を支払うことを指し、法人でないパートナーシップ、ユニットトラスト、

その他法人でない持分からの分配や支店からの利益分配は含まれない。 

 

2. 利息収入の範囲 

「利息」とは一般的に、金銭の使用に対して支払われる金額を指し、そのような使用権の剥奪に対する補償の性質を示す。しかし、回答は、フ

ァイナンス・リース収益がFSIE制度上の「利息」とみなされるのかどうかを明確にしていない。 

1 FSIE法案については、こちらのリンクからアクセス可能: https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20222643/es32022264319.pdf 

2 KPMGは、本法案に関する意見を提出した団体のうちの一つである。提出された全ての意見は、こちらのリンクからアクセス可能: Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region - Bills Committee (legco.gov.hk) 

3 政府からの回答については、こちらのリンクからアクセス可能: bc06cb1-819-2-e.pdf (legco.gov.hk) 

4 公表された内容の詳細については、こちらのリンクからアクセス可能: https://www.legco.gov.hk/yr2022/english/bc/bc06/papers/bc06cb1-833-1-e.pdf 

サマリー 

2022年10月28日に香港特別行政区（以下、香港）における改正された域外からの所得に係る免税

（以下、FSIE）制度に関する法律案と香港税務局（以下、IRD）の実施ガイドラインが発行されて以

来、FSIE制度に関連する多くの重要な進展があった。 

このタックスアラートでは、これら進展があったFSIE制度に関する最新情報を要約する。 
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3. 持分処分収益 

香港政府は、対象範囲内の域外を源泉とする持分処分収益の総額を計算するために、売却した持分の価値を2022年12月31日時点

の公正価値に戻す可能性についてEUと協議する予定である。 

 

4. 「純粋持株事業体」 (PEHE) の定義 

• 持分投資の資金調達のために借入を行い、その借入から付随的な収入（為替差益など）を得ることは、PEHEであることを否定

するものではない。 

• しかし、投資先の事業体に対して無利息貸付を行ったり、海外からの配当金によって生じた余剰資金をグループの財務会社に貸し付

けたり、余剰資金を利用してグループのキャッシュプーリングに参加し利息収入を得る事業体は、PEHEとして適格ではない。 

5. PEHEの経済的実体（ES）要件の緩和 

• PEHEが緩和されたES要件を満たしているかどうかを評価する際、IRDは納税者の業務全体を考慮し、その営業実態を勘案する。 

• また、IRDは、実施ガイドラインまたは発行予定の実務解釈指針（DIPN）において、「持分参加権の保有および管理」の意

味を説明する例を示す予定である。 

6. アウトソーシングの取り決め 

• 特定の経済活動のアウトソーシングとその監視が行われたことを証明するためには、アウトソーシングの取り決めに関する内部での基

本契約書やその他の適切な文書があれば十分であるとされている。 

• アウトソーシング契約に基づいて請求されるサービス料が独立企業間である必要があるかどうかは、移転価格税制の適用を受

けるかどうかに左右されると考えられる。 

7. 参加権免除における「15％課税対象」の条件 

• 香港政府は、「ヘッドラインレート」アプローチを採用することでEUと合意している。詳細については、以下の議論を参照すること。 

• 特定された域外からの源泉所得が配当である場合、IRDは、「15％課税対象」の条件を満たすかどうかを判断するために、（1）香港

以外の地域における配当と基礎利益の両方に対する同様の課税、（2）香港以外の地域における関連の下流収入に対する同様の

課税の合算が認められるかどうかを検討する。 

8. 域外税額控除 

• 配当金の支払原資となる基礎利益に対する域外税額控除のための適切な持分利息（10％）の閾値は、配当が支払われる基礎利

益に関して、香港が税額控除を提供することを現在許可している、香港と中国本土およびベトナムとの租税条約に規定されている閾値

と一致している。 

• FSIE制度で利用できる税額控除を決定する際には、「所得別」基準（つまり、現在の税額控除制度で採用されているアプローチ）が

採用される。 

IRD は、上記の論点やアプローチを、今後発行される実施ガイドラインまたはDIPNで明確にする予定である。 
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参加権免除に関する「ヘッドラインレート」アプローチ 

2022年11月23日付の法案委員会宛ての書簡で、香港政府は、特定された域外を源泉とする所得、基礎利益または関連する下流収入

が、参加権免除の「15％課税対象」条件において15％以上の課税対象となるかどうかを判断するために、以下の「ヘッドラインレート」アプロー

チを採用することを示している。 

• 適用税率は、一般的に、特定された域外を源泉とする所得、基礎利益または関連する下流収入が課税される海外の法域のヘッドライ

ンレート（すなわち、最高法人税率）を指す。ヘッドラインレートは、当該所得に課される実際の税率である必要はない。 

• しかし、当該所得が特別税法（優遇税制など）の下で本法よりも低い税率で課税され、その低い税率が実質的な活動を行うための税

制上の優遇措置ではない場合、ヘッドラインレートは特別税法における規定の最高税率を用いるべきである。 

 

IRDは、実施ガイドラインの中で適用税率に関する上記の解釈をアップデートする予定である。 
 

しかし、(1)非居住者が得た持分処分収益に適用される税率が法人税のヘッドラインレート（例えば、中国では10％）より低い場合、(2)外

国の法域がキャピタルゲインに対して非課税措置を講じている場合、(3)租税条約により持分処分収益に対して軽減税率や非課税措置を適

用できる場合、「ヘッドラインレート」アプローチがどのように採用されるかまだ不明である。 

 

KPMGの見解 

香港政府が、我々の提出した意見を含め、法案に関する書面による意見に含まれる提案やフィードバックのいくつかを採用したことは良かっ

たが、我々はIRDに対し、FSIE制度における様々な要件が実際にどのように管理されるかをより良く説明するために、実際の営業実態に沿

ったガイダンスや事例がより提供されることを強く求める。これは、納税者がFSIE制度の下での税務処理の明確性、確実性、一貫性を求め

ているため、特に重要なことである。 

 

香港におけるFSIE制度の実際の適用と解釈をめぐる問題は、日々変化している。香港の企業グループは、この分野の今後の展開を注意深く

見守り、最新のIRD実施ガイドライン（随時更新される予定）および法律案が制定された際に発行されるDIPNを参照する必要がある。
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なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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